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１２月１０日から１６日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間 
-県内施設のブルーライトアップなど啓発活動を多数実施します- 

 

 毎年１２月１０日から１６日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。 

県は、拉致問題等についての関心と認識を深めるため、様々な啓発活動を行います。 

１ 県内施設のブルーライトアップ（２施設） 

  拉致被害者救出を求める運動のシンボルである青色にライトアップ 

・ さいたまスーパーアリーナ（令和７年１２月１５日） 

・ 埼玉スタジアム２〇〇２（令和７年１２月１０日・１６日） 

２ 街頭署名活動 

北朝鮮に拉致された日本人を救出する埼玉の会などが行う街頭署名活動に、知

事、県議会議員等が参加。拉致問題の一日も早い解決を訴える。 

・ 日時 令和７年１２月１４日（日）午後２時～午後４時  

・ 場所 ＪＲ浦和駅 伊勢丹浦和店前 

３ 拉致問題啓発アニメの放映 

県庁の本庁舎１階の県民案内室において、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんと

その御家族を題材とした拉致問題啓発アニメ「めぐみ」を放映いたします（北朝鮮

人権侵害問題啓発週間中（土日除く））。 

４ その他（広報等） 

庁舎内パネル展示、庁舎壁面の懸垂幕の掲出、テレビ・ラジオでの広報・広報紙

掲載ほか（別紙一覧参照） 

 

※  県内のＦＭラジオ局で拉致問題について取り上げていただきました。 

ＦＭ ＮＡＣＫ５「Ｓｍｉｌｅ ＳＵＭＭＩＴ」 

（令和７年１２月２日 午前１０時４０分～１０時５０分） 

【内容】拉致問題の現状、「埼玉県拉致問題等の早期解決に向けた施

策の推進に関する条例」などを紹介 

令和７年１２月５日 

福祉部 社会福祉課 
援護恩給担当 庄司、森本 

直通 048-830-3277 
内線 3277 

E-mail: a3270-14@pref.saitama.lg.jp 


